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令和２年６月三種町議会定例会会議録 

 令和２年６月９日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  三 浦   敦    ２番  平 賀   真 

     ３番  伊 藤 千 作    ４番 

     ５番  児 玉 信 長    ６番  清 水 欣 也 

     ７番  加 藤 彦次郎    ８番  後 藤 栄美子 

     ９番  成 田 光 一   １０番  大 澤 和 雄 

    １１番  高 橋   満   １２番  工 藤 秀 明 

    １３番  堺 谷 直 樹   １４番  安 藤 賢 藏 

    １５番  小 澤 高 道   １６番  金 子 芳 継 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  田 川 政 幸  副 町 長  檜 森 定 勝 

総 務 課 長  石 井 靖 紀  企 画 政 策 課 長  金 子  孝 

税 務 課 長  金 子 英 人  町 民 生 活 課 長  荒 川 浩 幸 

福 祉 課 長  加 賀 谷  司  健 康 推 進 課 長  佐 々 木 恭 一 

農 林 課 長  寺 沢 梶 人  商工観光交流課長  工 藤 一 嗣 

建 設 課 長  進 藤  敦  上 下 水 道 課 長  近 藤 光 明 

琴 丘 支 所 長  工 藤 伸 也  山 本 支 所 長  後 藤 芳 英 

会 計 課 長  平 澤 仁 美  教 育 長  鎌 田 義 人 

教 育 次 長  後 藤  誠  農業委員会事務局長  佐 藤 慶 一 

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  桜 庭 勇 樹  議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人 

議 会 事 務 局 主 任  近 藤 亜 美     
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一、本日の会議に付した事件 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

 第３ 議長の諸報告 

 第４ 町長の行政報告 

 第５ 請願・陳情（請願第１号及び陳情第３号から第５号まで）の一括上程、委員会 

    付託 

 第６ 同意第２号 三種町教育委員会委員の任命について 

 第７ 令和２年度補正予算議案（議案第３５号から第３９号まで）の一括上程 

 第８ 条例等議案（議案第４０号から第４９号まで）の一括上程 

 

議長 金子芳継は、令和２年６月９日、出席議員が定足数に達したので、本会議を開会

する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ただいまから令和２年６月三種町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は１５名であり、定足数に達しております。 

 会議に入る前に注意事項を申し上げます。 

 感染防止のため、発言の際もマスクを着用してください。 

 なお、本日も換気のため扉を開いており、また、マスクを着用しておりま

すので、マイクに近づいて発言してください。 

 本日の会議を開きます。 

 書記には桜庭君を任命いたします。 

 説明員として、町長及び教育長の出席を求めております。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第１２４条の規定により１５番、小澤高道

議員、１番、三浦敦議員を指名いたします。 

 日程第２．会期決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期について議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員

長。 

議会運営

委員長 

（ 後藤栄美子 ） 

 おはようございます。 

 令和２年６月三種町議会定例会に当たり、６月３日に議会運営委員会を開

催し、会期等について協議いたしましたので、その結果をご報告いたしま

す。 

 皆様のお手元に配付しております会期日程表のとおり、会期は本日から１

２日までの４日間としております。 

 なお、提出案件は同意１件、議案１５件、請願・陳情４件となっておりま

すので、議員各位の慎重かつ円滑なご審議をお願い申し上げまして報告とい

たします。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 議会運営委員長の報告を終わります。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、

本日から６月１２日までの４日間とすることにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日から６月１２日までの４

日間に決定されました。 

 日程第３．諸般の報告をいたします。 

 監査委員より令和２年２月分、３月分、４月分の例月出納検査の報告があ

りました。 

 また、お手元に配付いたしましたとおり、町長より地方自治法第２４３条

の３第２項の規定に基づき、提出第１号から提出第３号まで、各出資法人の

経営状況等を説明する書類が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４．町長より行政報告を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 おはようございます。 

 ６月議会定例会の開会に当たり、３月議会定例会以降の町の動きなど町政

の概要をご報告申し上げ、議員各位並びに町民各位のご理解とご協力を賜り

たいと存じます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症への対応についてご報告申し上げま

す。 

 ４月１６日、全都道府県に緊急事態宣言が発令され、うち１３都道府県が

特定警戒都道府県に指定される事態となりました。 

 町では、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を随時開催し、町民の皆

様へ外出自粛要請やイベントの開催を自粛するなど、感染拡大防止に努めて

おりましたが、４月１７日、県の緊急事態措置を受け、４月２１日から５月

６日まで、町内小中学校、体育館、公民館、入浴施設などの町有施設を休

校、休館といたしました。 

 その後、町有施設の一部については時間を短縮して開館・営業しておりま

したが、５月２５日の緊急事態宣言の解除を受け、６月１日からは、３密状

態を避けることができない一部施設を除き、通常どおり使用可能としたとこ

ろです。 

 しかしながら、一部地域において新規感染者数の増加傾向が見られ、感染

の第２波、第３波も懸念されることから、町としても引き続き情報収集に努

め、町民の皆様には、マスクの着用、手洗いの徹底をはじめとした基本的な

感染防止対策に取り組むようお願い申し上げます。 

 また、感染防止対策として緊急購入した布製マスク１万枚につきまして

は、５月１日に保育園、小中学校、福祉施設、医療関係施設と感染した場合
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リスクの高い妊婦の方、障害をお持ちの方などへ合計約５，４００枚を配布

し、４，６００枚を備蓄としております。 

 そのほか、個人や団体の皆様方から、マスクや消毒液の寄附を数多く頂戴

しており、各施設の感染予防に活用させていただいております。これらの温

かいご支援に対しまして心より感謝を申し上げます。 

 続きまして、総務課で所管している特別定額給付金給付事業について申し

上げます。 

 ４月２０日、国において新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決

定され、この中で、迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした特

別定額給付金給付事業が実施されることになりました。 

 当町では、これを受け、経済対策を含めた特別定額給付金給付事業に対応

していくため、４月２７日に職員７名、会計年度任用職員１名の計８名の体

制による三種町緊急経済対策室を総務課内に設置し、業務を開始しておりま

す。 

 特別定額給付金給付事業は、４月２７日の基準日に住民基本台帳に記録さ

れている方へ１０万円を給付する事業であり、世帯主の方へ世帯全員分を一

括支給する事業であります。 

 町における対象者数は６，８７５世帯、１万６，０４８名であり、５月１

日からオンラインによる申請、５月１３日からは郵送による申請の受付を開

始しております。 

 給付金の支給につきましては、５月１５日にオンラインにより申請された

方３０世帯、９１名の方へ、５月２６日には郵送、窓口及びオンラインによ

り申請のあった方４，９４０世帯、１万２，１０７名の方へ給付を行ってお

ります。 

 特別定額給付金は８月１３日を申請期限としておりますので、まだ申請さ

れていない方はできるだけ早く申請していただけますようお願い申し上げる

とともに、町といたしましても、申請漏れがないよう「広報みたね」や個別

通知などにより周知に努めてまいります。 

 続きまして、企画政策課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、ふれあいバスと巡回バスの運行状況について申し上げます。 

 昨年１０月に運行を開始してから８か月が経過いたしました。３月末まで

の半年間のふれあいバスと巡回バスの乗車人数は延べ１万１，１４９名であ

り、４月には利便性の向上を図るため、一部運行ルートや時刻表の変更を

行った結果、４月の乗車人数は延べ１，８５２名で、３月の乗車人数と比較

すると全体で６１名増えている状況です。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止策といたしまして、マスクの着用

や車内の除菌、運転席と乗車席に間仕切り等を設置し運行しており、今後も

住民共助運行団体や公共交通事業者の方々と連携し、住民の方々が安心し、

喜んでご利用いただける持続可能な公共交通政策に取り組んでまいります。 

 次に、ふるさと納税について申し上げます。 
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 令和元年度のふるさと納税の寄附は５，８５１件、１億１９９万５，００

０円の実績、前年度比較で１，４３８件、３，４５９万５，０００円の増加

となっております。ポータルサイトや支払い方法を増やしたことに加え、前

年度の寄附者に対して報告書を送付するなど、リピーターの獲得に努めてい

ることも増加の一因になっていると考えております。 

 次に、クアオルト事業について申し上げます。 

 令和元年度の実績につきましては、ウオーキングや各種イベント、温泉浴

運動、健康教室等で延べ１万２，０５１名の実績となっており、前年度との

比較で１，３７２名の減となっておりますが、早朝ウオーキングにおきまし

ては延べ８，２６０名で、前年度比較で６１２名の増となっております。 

 実人数につきましては１，０９２名で、平成２７年度以降おおむね増加傾

向で推移しております。早朝ウオーキングの人数が増えていることからも、

継続的に健康づくりに取り組む方がいるものと分析しております。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、屋内で実施する運動教室等は

３月５日から中止し、早朝ウオーキングは４月１７日から５月６日まで自粛

を要請しておりましたが、現在は感染予防に配慮しながら再開しておりま

す。 

 町としても、引き続き住民の健康づくりや企業の健康経営支援と併せ、実

践者の増加に努めてまいります。 

 続きまして、税務課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、主要税目の令和元年度分の収納状況について申し上げます。 

 ５月１５日現在の収納率としまして、個人町民税は、前年比０．６４ポイ

ント減の９８．４４％、固定資産税は、前年比０．２５ポイント増の９７．

１８％、軽自動車税は、前年比０．１４ポイント増の９８．３２％、国民健

康保険税は、前年比１．１８ポイント減の９５．２８％、これら現年度分の

全体としましては、前年比０．３４ポイント減の９７．１８％となっており

ます。 

 次に、令和２年度の課税状況について申し上げます。 

 まずは、既に課税済みの軽自動車税と固定資産税について申し上げます。

それぞれの調定額は、固定資産税は、前年比４．１３％増の７億６，８４１

万５，０００円、軽自動車税は、前年比２．０４％増の６，３９７万３，０

００円となっております。 

 個人町民税につきましては、現在確定作業中でありますが、前年と比較し

ますと、給与所得では０．８７％の減となっているものの、農業所得では、

米の減収等により大きく落ち込んだ令和元年度から回復し、今年度は４５．

４６％の増となり、全体で１．４３％の増になると見込んでおります。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響による、税の徴収猶予の特例について

は、町のホームページでお知らせしましたところ、５月２５日現在で３件の

相談がございました。新型コロナウイルス感染拡大の影響による徴収猶予申

請につきましては、納税者の方々の諸事情に配慮し、今後も適切に対応して
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まいります。 

 続きまして、町民生活課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、春の火災予防運動について申し上げます。 

 ４月５日から１１日まで、春の火災予防運動が行われました。初日のパ

レードでは、午前中に町内全域を巡回、午後からは上岩川小出集落で消防団

員による駆けつけ訓練を行っております。 

 防災体制の強化と地域住民の安全を守るという本訓練の目的は十分に果た

されたものと思われます。 

 次に、防災行政無線の戸別受信機について申し上げます。 

 八竜地域の世帯に貸与する戸別受信機の購入契約を締結したところであ

り、今後、設置業者の選定を経て、年度内には受信機とアンテナの設置を完

了し、来年度設置を予定している山本地域の貸与申込みの受付作業も並行し

て行うこととしております。 

 なお、例年４月に行われている全県一斉クリーンアップにつきましては、

新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、県から中止する旨の通知が

ありましたので、町においても事業を中止いたしております。 

 また、消防操法大会につきましても、全国消防操法大会、秋田県大会、能

代山本郡市大会が中止になったことを踏まえ、町の操法大会も中止といたし

ております。 

 例年、消防団員や地域住民の参加により行っている県民防災の日の防災訓

練も、県からの情報伝達訓練のみ実施いたしましたので、ご理解をお願いい

たします。 

 続きまして、福祉課関係についてご報告申し上げます。 

 三種町地域福祉計画・地域福祉活動計画につきましては、第２期計画が令

和元年度をもって終了することに伴い、第３期計画を策定いたしました。本

計画は、基本理念を「思いやりと 支え合いで“あんしん”を育む 福祉で

まちづくり～孤立と排除のない地域づくりを目指して～」としております。

これは、誰もが社会的な差別や偏見を受けず、疎外されることなく、困った

ときは支え合い、助け合い、安心して暮らすことができる「共生社会の実

現」を目指すものです。 

 今後、この計画に基づいて、子供から高齢者まで全ての人々が住み慣れた

地域で安心して暮らしていけるよう地域福祉を推進してまいりますので、町

民の皆様をはじめ関係機関等におかれましても、一層のご理解とご協力、そ

して積極的な参画をいただきますようお願い申し上げます。 

 続きまして、健康推進課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、国民健康保険事業について申し上げます。 

 令和元年度保険給付費の速報値でございますが、一般被保険者の１人当た

り療養給付費は約３２万３，０００円、対前年比１．８％の増、高額療養費

においては約５万１，０００円、対前年比２．０％増となっており、１人当

たりの保険給付費は年々増加傾向にあります。 
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 令和元年度決算見込みにつきましては、前年度繰越金を除いた単年度収支

においては、県国保連の高額医療費共同事業の算定誤りによる県費返還分が

生じたため、約１，８７４万２，０００円の赤字の見込みとなっておりま

す。令和２年度国保会計においては、所得の確定による保険税収入の見込み

と今後の保険給付費の支出見込みなど、国保運営協議会でご審議いただきま

した補正予算案と関係条例改正案を今定例会に上程しておりますので、よろ

しくご審議のほどお願い申し上げます。 

 次に、後期高齢者医療について申し上げます。 

 令和元年度の保険料収納率につきましては、５月２０日現在で９９．８

８％と対前年比０．４２％の増となっております。保険料率につきまして

は、今年度は見直しの年となっており、後期高齢者医療においても１人当た

りの医療給付費の伸びが見られるため、保険料率の引上げが行われることと

なっております。このため、収納率の低下が懸念されるところですが、被保

険者の皆様には丁寧な説明を行い、保険者である広域連合と連携しながら、

収納率の向上に努めてまいります。 

 次に、福祉医療について申し上げます。 

 福祉医療費の給付費につきましては、令和２年３月末における受給者数は

２，３９０人、１人当たり給付額は６万８，１３２円、前年比１３．２％の

増となっております。そのうち、１８歳未満の子供の受給者数は１，３１８

人、前年比３４１人の減で、１人当たり給付額は３万５，０４３円、前年比

３３．８％の減となっております。 

 引き続き、医療費助成制度の充実に努め、安心して子育てができる環境づ

くりを進めてまいります。 

 続きまして、農林課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、今年度の水稲の作付状況について申し上げます。 

 農家から提出された水稲生産実施計画書を集計した結果、主食用米作付面

積が３，８６８ヘクタール、大豆が７９０ヘクタール、加工用米が１３ヘク

タール、備蓄米が１０４ヘクタール、ホールクロップサイレージ用稲が３９

ヘクタール、輸出用米が２１ヘクタールとなっており、昨年と比べ主食用米

の作付面積は１７ヘクタールほど減少しております。 

 これは、ＪＡ及び主食集荷業者において、事前契約等による需要に応じた

作付調整が行われた結果と認識しております。 

 今後、６月１７日まで転作等産地交付金対象作物の現地確認を実施し、６

月２５日から２日間、町内３地域で経営所得安定対策加入申請の受付を行う

予定としております。 

 次に、松くい虫対策関係について申し上げます。 

 松くい虫に対する防除事業として、石倉山公園及びことおか中央公園の約

１６ヘクタールを対象として、今月下旬までに薬剤地上散布防除を実施する

予定としており、健全な松林の保護に努めてまいります。 

 次に、森林経営管理事業について申し上げます。 
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 町が仲介役となって森林経営の集約化が可能になったことを受け、町内に

森林を所有する法人・個人、合わせて３，２９９名の方々へ事前意向調査を

実施したところ、７６．６％に当たる２，５２７名から回答をいただいたと

ころであります。 

 集計結果といたしましては、私有林の２８．２％に当たる１，９９１ヘク

タールの山林を町へ委託したいとの意向が示されたものの、そのうち人工林

か天然林かの現況が不明なものの割合が３８．３％、さらに境界不明が７

６．６％に及ぶなど、現地確認等の補完を要する割合が予想以上に多いもの

となっております。 

 今後は、補完事務と並行しながら、地図上にデータを反映して事業対象地

域を絞り込み、さらに詳細な意向調査等を行った上で、適切な森林管理に努

めてまいります。 

 次に、日本型直接支払交付金事業の多面的機能支払交付金事業について申

し上げます。 

 地域資源に対する保全管理の取組が現在４５の活動組織によって行われて

おり、４月１０日に、各組織へ補助総額１億４，７７１万６，０００円を内

示したところであります。今後、交付金の９割を概算払いし、事業の円滑な

活動が進められるよう支援を行ってまいります。 

 続きまして、商工観光交流課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、雇用対策関係の昨年度の事業実績について申し上げます。 

 平成２２年度から実施しております地域雇用創出推進事業の昨年度の事業

実績は５２件、補助金交付決定額は１，４６３万３，０００円でありまし

た。前年度と比較しますと、件数で９件、補助金で７３８万６，０００円の

減となっております。 

 交付決定額の内訳は、新規雇用奨励事業が２２件、４１８万円、店舗等新

築・増改築事業が７件、１６５万６，０００円、機械設備投資事業が２３

件、８７９万７，０００円となっております。 

 新規進出・起業・異業種参入支援事業と工場誘致等奨励事業については、

申請がありませんでした。 

 次に、資格取得支援事業についてでありますが、本事業は、就職や仕事に

役立つ資格や免許を取得した６５歳未満の就業者や求職者・学生に対して経

費の一部を補助するもので、平成２８年度から実施しており、昨年度の事業

実績は５６件、補助金交付決定額は２３５万１，０００円となっておりま

す。前年度と比較しますと、件数で２０件、補助金で１８７万５，０００円

の減となっております。 

 両事業とも今年度も継続して実施していくこととしており、雇用の維持・

拡大及び町内事業所の業績向上につながっていくことを期待しているところ

であります。 

 次に、ゆうぱる外部改修工事について申し上げます。 

 ４月１６日に実施設計及び工事監理業務の入札を実施し、落札業者は株式
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会社松橋設計で、４月２１日に２８６万円で契約を締結しております。実施

設計の工期は７月２０日までとなっていることから、工事発注は８月上旬頃

の見込みとなる予定であります。 

 次に、町出資法人の経営状況について申し上げます。 

 ５月２８日から６月２日にかけて各法人の株主総会が開催され、令和元年

度決算報告では、ゆめろん、ゆうぱる、さんばりおの全ての法人が赤字決算

となっております。 

 ゆめろんは、新型コロナウイルスの影響による利用者の減少等により約４

８８万円、ゆうぱるは、施設改修に伴う長期休業に加え、新型コロナウイル

スの影響による利用者の減少により約２９２万円、さんばりおは、レストラ

ンや物販等の売上げ不振及び新型コロナウイルスの影響による利用者の減少

により約２４３万円と、それぞれ赤字決算となっております。 

 今後は、各施設とも新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながら、

サービスの向上と営業の強化により経営の回復、改善を図ってまいります。 

 なお、決算報告書等は、経営状況等を説明する資料として今定例会に提出

しておりますので、ご参考にしていただきたいと思います。 

 次に、新型コロナウイルス感染拡大による影響について申し上げます。 

 商工観光交流課の管理する指定管理施設につきましては、緊急事態宣言を

受け、４月２５日から５月６日まで全て休館とし、５月７日から５月末まで

営業時間を短縮したほか、じゅんさい旬まつり、世界じゅんさい摘み採り選

手権大会、サンドクラフトなどのイベントの開催を中止することといたしま

した。 

 主な施設の令和２年４月の利用状況は、ゆめろんの入館者数は５，７８１

名、前年同月比５５．１％の減、宿泊者数は６９名、７５．４％の減、ゆう

ぱるの入館者数は６，０６０名、前年同月比３４．７％の減、宿泊者数は１

７０名、５６．９％の減、さんばりおのレストラン利用者数は１，４９３

名、前年同月比５４．９％の減となっており、新型コロナウイルスが終息す

るまでは厳しい状況が続くと予想しております。 

 続きまして、建設課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、住宅リフォーム助成事業について申し上げます。 

 今年度の補助金申請状況は、５月２０日時点で、申請件数が５９件、金額

で６００万４，０００円の交付を決定しております。昨年同時期と比較し、

申請件数で２９件の減となっておりますが、継続して申請がなされており、

順調に助成事業の活用がなされております。 

 次に、社会資本整備総合交付金事業について申し上げます。 

 道路関係では、温泉上台線舗装補修工事、橋梁関係では、４７橋の定期点

検及び山谷川橋、金光寺橋の２橋の補修設計を計画しております。 

 また、公営住宅整備事業につきましては、千刈田住宅２棟、大町住宅２

棟、計４棟の建て替えを予定しております。 

 次に、三種川河川改修事業について申し上げます。 
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 現在、秋田県で進めている床上浸水対策特別緊急事業は、芹沢工区の芹沢

橋が完成し、３月２７日に供用を開始しております。また、長面工区の宮橋

については、橋梁本体の工事が完成し、現在、宮橋に接続する道路部分の工

事が進められており、１０月の供用開始を目指しております。 

 続きまして、上下水道課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、上水道事業について申し上げます。 

 昨年度より実施しております大曲地区国道７号歩道工事に伴う水道管の布

設替え工事につきましては、今年度、役場入口交差点付近の５００メートル

を３工区に分けて施工する予定としております。歩道工事と同時に施工する

ことになりますので、通行する方々には大変ご不便をおかけしますが、ご理

解、ご協力をお願いいたします。 

 次に、生活排水処理事業について申し上げます。 

 浄化槽整備事業につきましては、当初予算で１０基分の予算を確保し、５

月末現在で３基の申込みがございました。今後とも設置を希望する全ての住

民が快適な環境で暮らせるよう対応してまいります。 

 次に、温泉事業について申し上げます。 

 平成２９年度から実施しております森岳温泉施設改良事業につきまして

は、今年度の工事として、温泉井戸から分湯場及び３号井戸中継ポンプまで

の送湯管布設替工事、３号井戸中継ポンプ場の改良工事等を予定しておりま

す。温泉の安定供給と経営の安定に向けて早期完成を目指してまいります。 

 続きまして、教育委員会関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、学校関係について申し上げます。 

 今年度の奨学金につきましては、３名の申請があり、３月２７日の選考会

において３名への貸付けを決定いたしましたが、現在、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により就学困難となった学生への支援として、奨学生の追

加募集を行っております。 

 次に、学校給食センター関係について申し上げます。 

 給食費の減免申請を４月から受付したところ、５月１日現在で、半額減免

者が小学生で４４４名、中学生が２６５名の合計７０９名、全額免除者が小

学生で８３名、中学生が４１名の合計１２４名、合わせて８３３名の児童生

徒が対象となっており、減免額は２，３０５万２，０００円を見込んでおり

ます。 

 次に、生涯学習関係について申し上げます。 

 ４月６日、山本地域拠点センターがオープンし、山本地域の芸術や文化の

拠点として活用されております。旧山本公民館の解体工事は７月末、山本地

域拠点センターの外構工事につきましては１０月末の完成を予定しておりま

す。工事期間中は、利用者の方々にご不便をおかけしますが、ご理解のほど

お願いいたします。 

 また、５月２６日には、三種篆書会の講師である能代市の船木信貴氏よ

り、刻字作品「吾道長悠」と、船木氏が所有する故石井漠氏を描いたデッサ
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ン画が山本地域拠点センターに寄贈され、贈呈式を行っております。 

 なお、例年８月に開催している三種町成人式につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響を考慮し、令和３年１月に延期することを実行委

員会で決定しております。 

 次に、スポーツ関係について申し上げます。 

 スポーツ文化合宿誘致促進事業の令和元年度実績は、延べ宿泊数が４，５

７７名で、前年度と比較し１，２２０名の減、団体数も４４団体減少してお

ります。 

 春休み、ゴールデンウイーク中のスポーツ合宿等につきましても、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を受け、全て中止となり、また、５月２７日

に開催を予定していたチャレンジデー２０２０も残念ながら中止となってお

ります。 

 以上、ご報告申し上げ、行政報告といたします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長の行政報告を終わります。 

 日程第５．請願第１号及び陳情第３号から第５号までの一括上程、委員会

付託を行います。 

 本定例会までに受理した請願・陳情は、請願１件、陳情３件であります。 

 初めに、請願第１号の紹介議員から請願内容の説明を求めます。１０番、

大澤和雄議員。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 私から、秋田県主要農作物種子条例の制定を求める請願書についての請願

の趣旨を説明いたします。 

 主要農作物種子法は、２０１８年４月１日に廃止されました。それまでの

県行政は、種子法に基づき高品質な原種、原原種の生産、供給及び優良な品

種を決定するための試験・研究を担い、本県の主要農作物である秋田県農業

の振興に大きな貢献をしてきました。 

 この種子法の廃止を受けて、一部の府県においてはこれまで行政が担って

きた種子生産業務を外部に移管する等の方針が示され、移管されることにな

れば、種もみの価格上昇や品質低下を招きかねない等の報道がされておりま

す。 

 種子法が廃止されて以降、秋田県では、主要農作物の種子生産に係る要領

によって種子行政が行われておりますが、要領だけでは予算の裏づけとはな

らないことを踏まえて、農業生産県として今後も県行政が種子生産の中心的

な役割を果たし、今までどおりの行政対応を継続することに必要な予算及び

関係部署の人員体制を恒久的に措置する観点から、主要農作物の種子生産に

係る県条例を制定するよう求めるものであります。 

 そして、請願事項として、三種町議会が秋田県に対し、秋田県主要農作物

種子条例の制定を求めるものであります。 

 以上であります。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 請願第１号の請願内容の説明を終わります。 

 ただいまの説明に対しまして質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議会運営委員会において、お手元に配付いたしました

請願・陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託することにして

おりますが、ご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、請願第１号は産業建設常任委員会

に、陳情第３号は教育民生常任委員会に、陳情第４号及び第５号は総務常任

委員会に付託することに決定いたしました。 

 日程第６．同意第２号「三種町教育委員会委員の任命について」を議題と

いたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、同意第２号は、三種町教育委員会委員の任命に関し、議会の同

意を求めるものであります。 

 現教育委員のうち水野京子氏が、本年６月１４日をもって任期満了となる

ことから、今回再任いたしたくご提案申し上げるものであります。 

 氏につきましては、略歴にありますとおり、知識、経験とも豊かで、現在

のご活躍ぶりを見ましても、教育委員として適任者であると考えますので、

議員の皆様からのご同意をお願いするものであります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 同意第２号「三種町教育委員会委員の任命について」を採決いたします。 

 本件を同意することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、同意第２号は同意することに決定い
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たしました。 

 日程第７．令和２年度補正予算議案（議案第３５号から第３９号まで）の

一括上程を行います。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、議案第３５号から議案第３９号までの令和２年度一般会計及び

各特別会計等の補正予算案についてご説明いたします。 

 議案第３５号、令和２年度一般会計予算の補正は、歳入歳出それぞれ４，

９８２万１，０００円を追加し、予算総額を１１６億６，０９１万円とする

ものであります。 

 債務負担行為につきましては、三種町経営安定資金危機対策枠の利子補給

を設定するものであり、地方債の補正につきましては、県への起債協議によ

る限度額の変更等を行うものです。 

 それでは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援策についてご説明い

たします。 

 民生費におきましては、０歳から高校１年生のいる世帯に対し、子供１人

につき１万円を給付し、児童扶養手当を受給する独り親世帯に対しては、さ

らに１世帯１万円を上乗せする子育て世帯応援金及び事務費として１，５７

０万円を追加計上しております。 

 衛生費におきましては、能代山本管内にある２次医療圏内急性期医療病院

の院内感染防止のため購入する検査機器の負担金９０万３，０００円を追加

計上しております。 

 商工費におきましては、町内での消費を促すことにより事業者を支援し、

経済回復を図るため、地域商品券のプレミアム率を１０％から２０％に拡大

して発行するもので、１，５３０万円を増額し、地域商品券発行事業補助金

の総額を３，４００万円とするものです。 

 また、中小企業等の事業の継続を支援するため、令和２年３月から同５月

の間におけるいずれかの月の事業収入が前年同月に比べて２０％以上減少し

た事業者に対し２０万円を、飲食・宿泊業に対しては、さらに１０万円を上

乗せして給付する中小企業等事業継続支援金８，４００万円を追加計上し、

町内宿泊施設への経営支援策として、町内宿泊施設への宿泊者に対して４，

０００円、素泊まりの場合は２，０００円を助成する宿泊費助成金２，５３

１万３，０００円を追加計上しております。 

 教育費におきましては、高校や大学・専門学校等に在学する生徒、学生が

いる保護者の経済的負担軽減を図るため、高校２年生から３年生のいる保護

者には生徒１人につき２万円を給付し、大学生、短大生、専門学校生等のい

る保護者に対しては学生 1 人につき１０万円を給付する高校生支援給付金及

び学生支援給付金として、合わせて３，３４０万５，０００円を追加計上し

ております。 

 なお、支援策の特定財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
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臨時交付金の第１次分を見込んでおります。 

 次に、そのほかの歳出についてですが、各款全般において４月の人事異動

等に伴う人件費の調整を行っておりますので、人件費部分の詳細については

省略させていただき、各特別会計への繰出金を除く事業費の増減を中心にご

説明させていただきます。 

 総務費の企画振興費におきましては、難視解消施設支障移転業務１３４万

４，０００円を追加計上したほか、自治振興費では、集会所等施設整備費補

助金３７０万６，０００円を増額計上しております。 

 農林水産業費の農業振興費におきましては、強い農業・担い手づくり総合

支援事業補助金１億１，２３５万５，０００円を全額減額計上したほか、農

業夢プラン事業補助金３，３６１万円を減額計上しております。畜産費で

は、乳用初妊牛導入事業補助金２，２３１万１，０００円を追加計上してお

ります。農地費では、防災重点ため池ハザードマップ作成事業５３０万６，

０００円を追加計上したほか、農村公園東屋補修工事費１５６万２，０００

円を追加計上しております。 

 教育費の中学校費では、中学校施設改修工事費１８３万２，０００円を増

額計上しております。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明いたします。 

 国庫支出金におきましては、民生費国庫負担金で、国保保険基盤安定負担

金３２１万２，０００円を減額計上しております。 

 総務費国庫補助金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金１億１，７１２万９，０００円を追加計上しております。土木費国庫補助

金では、道路メンテナンス事業補助金１，２５４万円を追加計上し、社会資

本整備総合交付金１，５６７万５，０００円を減額計上しております。 

 県支出金におきましては、民生費県負担金では、国保保険基盤安定負担金

１，２７６万５，０００円を減額計上しております。農林水産業費県補助金

では、農業夢プラン事業費補助金２，１５９万６，０００円を減額計上した

ほか、強い農業・担い手づくり総合支援交付金１億１，２３５万５，０００

円を全額減額計上しております。 

 また、農業水利施設保全管理推進交付金５００万円を追加計上したほか、

乳用初妊牛導入事業費補助金１，３４０万円を追加計上しております。 

 繰入金におきましては、収支調整のため財政調整基金繰入金６，２４４万

３，０００円を増額計上しております。 

 町債の土木債におきましては、道路橋りょう整備事業債５１０万円を増額

計上したほか、急傾斜地崩壊対策事業債２００万円を減額計上しておりま

す。 

 以上で一般会計の説明を終わり、続きまして各特別会計の補正予算につい

てご説明いたします。 

 議案第３６号、令和２年度国民健康保険事業勘定特別会計補正予算は、歳

入歳出それぞれ４，２８７万２，０００円を減額し、予算総額を２１億１，
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０５０万５，０００円とするものであります。 

 歳入では、見込みにより国民健康保険税４，０８４万７，０００円を増額

計上し、医療費の見込みにより県支出金６，２４１万５，０００円を減額計

上したほか、保険基盤安定対策分の一般会計繰入金２，１３０万４，０００

円を減額計上しております。 

 歳出では、総務費の保険給付費におきまして、給付額の見込みにより６，

２４１万５，０００円を減額計上し、収支調整のため予備費１，９５４万

３，０００円を増額計上しております。 

 次に、議案第３７号、令和２年度介護保険事業勘定特別会計補正予算は、

歳入歳出それぞれ１，１４９万円を追加し、予算総額を２８億７，９９０万

円とするものであります。 

 歳入では、県支出金の過年度分として、令和元年度地域支援事業交付金

１，１４９万円を追加計上し、歳出の予備費で調整する補正内容となってお

ります。 

 次に、議案第３８号、令和２年度水道事業会計補正予算におきましては、

収益的支出において、人件費１９４万１，０００円を減額し、資本的支出に

おきましては、山本浄水場排泥用電動仕切弁取替工事費２３２万１，０００

円を追加計上しております。 

 次に、議案第３９号、令和２年度下水道事業会計補正予算におきまして

は、収益的支出及び資本的支出において、総額５２４万１，０００円を増額

計上しております。 

 主な補正内容としましては、森岳２号マンホールポンプ更新工事費２５８

万１，０００円を追加計上しております。 

 以上が補正予算の概要でありますので、議員の皆様には、よろしくご審議

の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げ、議案説明といたしま

す。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 なお、審議については、６月１２日に行います。 

 日程第８．条例等議案（議案第４０号から第４９号まで）の一括上程を行

います。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、議案第４０号から議案第４９号までの条例の改正案及び単行議

案についてご説明いたします。 

 議案第４０号から議案第４２号までは、主に新型コロナウイルス感染症対

策として、税の軽減や免除、徴収猶予等の規定を整備するものであります。 

 議案第４０号、三種町町税条例の一部改正においては、地方税法等の一部

を改正する法律が４月３０日から施行されたことに伴い、税の軽減や徴収猶

予の規定を整備し、議案第４１号、三種町国民健康保険税条例の一部改正に
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おいては、収入の減少が見込まれる被保険者等に係る国民健康保険税の減免

の特例措置を新設し、議案第４２号、三種町国民健康保険条例の一部改正に

おいては、新型コロナウイルスに感染した被保険者に対する傷病手当金の支

給に関する規定を整備するものであります。 

 次に、議案第４３号、三種町介護保険条例の一部改正については、介護保

険法施行令の一部改正が本年４月１日から施行され、消費税引上げによる増

収分を財源として、所得の少ない第１号被保険者の介護保険料の軽減措置が

強化されたことにより、本町においても、所得段階が第１段階から第３段階

にある被保険者の令和２年度の介護保険料の軽減を行い、併せて、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる第１号被保険者等に

係る介護保険料の減免申請の特例措置を設けるものであります。 

 次に、議案第４４号、三種町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につ

いては、秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

改正に伴い、新型コロナウイルスに感染した被保険者等に対する傷病手当金

の支給に関する受付事務を町で行うための規定を整備するものです。 

 次に、議案第４５号、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正、議案第４６号、三種町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、議案第４

７号、三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正については、それぞれ、国の定める基準が改正されたことを

受け、これに準じて条例の改正を行うものです。 

 次に、議案第４８号、財産の無償貸付については、ゆめろんへのもみ殻ボ

イラー設備に関して、令和２年３月定例会においてご指摘があり、その後、

庁内で法令を調査した結果、使用許可ではなく、財産の貸付けによる手続に

よるべきものとの結論に至りました。無償による財産の貸付けは、地方自治

法の規定により議会の議決が必要であることから、本議案を提出するもので

あります。 

 次に、議案第４９号、財産の取得については、住民共助運行用車両とし

て、琴丘地域の町民バスとして利用していたハイエースの入替えと、利用者

が多い地域に乗車定員の多い車両を配置するため、合計４台を購入するもの

であります。 

 契約の相手方はエース自動車販売株式会社三種支店代表取締役社長畠山信

悦氏で、契約金額１，３７８万４００円、納入期限を令和２年１１月２５日

とする購入契約を締結するものであります。 

 以上が、条例及び単行議案の概要でありますので、議員の皆様には、よろ

しくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げ、議案説明

といたします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 なお、審議については、６月１２日に行います。 
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 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

  

 

                         午前１１時０１分  散 会 



- 18 - 

 

 

 


